
 

 

 

 

 

地域住民組織の今後について【その 1 】 

 

 自治会とまちづくり協議会 
 

 

 

 

 

岐阜市まちづくりサポートセンター主催の「まちサポトーク」(3/1)の基調講演

を教科書代わりに、まちづくりサロンで、論点を話し合い、整理しました。 

引き続き、自治会やまちづくり協議会の今後について、みんなで一緒に話し合

い、考え、行動に移していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 3月 16日 

 

岩野田北まちづくりサロン 
 

まちづくりサロン資料 

 
▲鈴木誠氏(愛知大学地域政策学部学部長)の基調講演 



まちづくりサポートセンター講演会(R7.3.1)の基調講演 

要旨と論点 
 

 

●基調講演「まちづくり協議会の活動と運営」  鈴木 誠(愛知大学地域政策学部学部長) 

  

自治会の今後についても触れられ、また、自治会の在り方を通して、まちづくり協議会の運営にも参

考となります。以下、順に講演の要旨を紹介するとともに、それぞれに岩野田北地区に即した所見を付

しました。講演内容に沿って、私たちの地域の住民組織の在り方について、みんなで考えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり協議会の設

立趣旨は、住民相互の協働

組織であり、行政との協働

を推進するための、行政と

対等の組織であることを

再認識しましょう。 

 

自治会運営上の根本

に横たわる問題とし

て、以下が見られます。 

 

①役員の持ち回りの常

態化 

②加入メリットの変化

(自治会の役割の変化

に目を向けていない) 

③集合住宅の増加 

 

活動は大きく以下に

分類されます。 

①地域連携 

②親睦 

③自主防災 

④広報 

⑤地域改善要望 

⑥市からの受託事業

(20歳のつどい、資源分

別回収など) 

⑦まちづくり政策提言 

 

※①②⑦は、まち協に

よる機能連携・強化 

① 

② 

③ 
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すでに昭和 44 年の国民生活

審議会において、以下の通り、指

摘されています。 

「一度、地域共同体の機能が生

活に不可欠ではないという認識

が高まると、わずらわしさから

の解放に大きな価値が見出され

ることとなった。しかし、個人の

力では処理できない問題につい

ての不満感や無力感が蓄積さ

れ、さらに老人、青少年、児童等

に関する問題が見過ごされてし

まう」 

 

①自治会役員が 2 年任期の持ち回

りという根本課題を抱える限り、

自治会としての限界を内包してい

ます。 

②自治会長は、退任後、まち協の委

員として参加することが、ノウハ

ウの継承・ステップアップにつな

がり、自治会運営、シンクタンク機

能としてまちづくりを協議・活動

するのにに役立ちます。 

③その意味においても、補完機能

を果たすためのまち協は、みんな

の参加で強化が必要です。 

 

 

①市からの依頼業務の整理は、市で

行わない限り無理。 

②自治会自らが、身軽になるために

は、シート③の作業が必要。 

③むしろ、地域課題等の現状に応じ

て、本来果たすべき役割を考えたい。 

④例えば、災害時対応は、すべての住

民にとっての関心事。 

⑤特定目的を達成する使命感のある

各種団体・ＮＰＯの支援は、重要。 

自治会の大切な役割でした。 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 

①シート⑤のとおり。 

②2年任期ではノウハウの蓄積が困

難。自治会長ＯＢや各種団体ＯＢ

が、まち協委員として参加が期待さ

れます(やらされ感は少ない)。 

③各種団体は、まち協の活動につい

て提言する一方、ミッション達成の

ために、まち協を活用しましょう。 

④ＮＰＯや住民有志、事業所などの

参加してほしい。 
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これは愛知県下の実情。まち

づくり協議会設立に動いている

が、数の上では、岐阜市にはまだ

まだ及ばない。 

 

⑧ 

⑨ 

 

①単位自治会で出来ないことは、自

治会連合会で行い、 

②自治会連合会だけでは効果が 

期待できない場合は、各種団体など

と連携(まち協)する、「補完性の原

則」で。  

③他の地域との、さらなる広域連携

については、自治会連合会同士や各

地域のまち協同士の連携を視野に。 

 
やるべきことを廃止し、なんでも丸投

げすればよいということではない。 

 

①シート⑤を参照。 

②まち協は、まさにみんなで話し合

う「協議の場」であり、まちづくり

活動の在り方を話し合い、まとめる

場です。 

③地域ビジョンは、その具体的な成

果物。 

④サロンでまとめた「畜産センター

再整備」のパブリックコメントも。 

⑤まちづくりへの提言活動の実績や

成功例を積むことが、次につながる。 

 

⑩ 

⑪ 

都市内分権推進構想に述べられて

いる「地域振興事務所」を早期設置

し、縦割り行政を排除するととも

に、組織的に地域に寄り添った行政

運営することを目指してほしい。 
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少なくとも、岩野田北まちづくり協議会は、各団体との横並びの位置づけではなく、地域

の連携体であり、まちづくりのために発揮される総合的な機能と言えます。イメージ図も含

め地域差があることを加味する必要があります。 

 

①目的の希薄化した親睦活動につ

いては、住民が期待しているか。 

②自治会以外に親睦活動を補完す

るという考え方は、むしろ、公民館

クラブ活動など、具体的な目的に応

じた仕分け作業が必要。 

⑫ 

⑬ 

 

具体的に、どのような自治活動があ

るか? 挙げてみよう。 

・地域改善要望 

・〇〇○○ 

・〇〇○○ 

・〇〇○○ 

⑭ 
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職員の資質に左右

されない、また、縦割

りにならない総合行

政を組織的に推進す

る地域振興事務所の

早期設置を目標とし

たい。 

⑮ 

⑬ 

 

①市として自治会加入を義務

付けることは、憲法違反。 

②しかし、参考となる、少し踏

み込んだ条例の制定事例はあ

ります。 

③自主防災組織の加入条例は

検討されるべきではないか。 

その他、基調講演の内容 

●高齢化やまちづくりの当事者意識のない住民の増加など自治会が直面する課題は、まち協の課

題でもある。 

●まち協は、本来的には、活動メインではなく、「協議会」なのだ。 

●高山市のまちづくり協議会が、まちづくりを煩わしいととらえることなく、住民と行政の協働自

治の場とする方向に動いたことは立派。 

●役員等の負担を減らすため、電子回覧板の普及、ライン会議などを導入なども。 

●半田市の地域担当職員は、自治を重視しながら、まち協の必要性を地域に理解を深めるための

ステップでもある。 

●必要な活動なら、やれる人を募集し、有償でもいいのではないか? 

●活動資金として、ファンドレージング協会も参考に。 

●ファンドマネージャーや防災士など、まち協が専門スタッフを養成し、活動をサポートすることも。 
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まちづくりの「なぜ?」 

★最大公約数の公平を旨とする行政運営が行われる場合、行政にお任せだけのまちづくりで、地域は

良くなると思う? 

★地域のことを一番知っているのは、行政なの? 

★なぜ、地域の将来あるべき姿を描いたり、都市計画に対して、地域は積極的? 

 

MEMO 
💛あなたの思ったことを書き留めましょう。 

💛意見書・提案書としてまちづくりサロンに提出しましょう。 
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